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○ 経 済 産 業 省 関 係 特 定 保 守 製 品 に 関 す る 省 令 （ 平 成 二 十 年 三 月 二 十 八 日 経 済 産 業 省 令 第 二 十 六 号 ）

改 正 案 現 行

別表第二（第四条、第十二条、第十三条関係） 別表第二（第四条、第十二条、第十三条関係）

特定保守製 型式の区分 点検基準 特定保守製 型式の区分 点検基準

品の区分 品の区分

要素 区分 点検項目 点検内容 要素 区分 点検項目 点検内容

半密閉燃焼 共通の事項 ― （略） （略） 半密閉燃焼 共通の事項 ― （略） （略）

式ガス瞬間 式ガス瞬間

湯沸器 点火装置及び消火 (1) （略） 湯沸器 点火装置及び消火 (1) （略）
装置の状態 (2) 停止時に速やかに消火さ 装置の状態 (2) 給湯の停止時に速やかに

れること又は残火がないこ 消火されること又は残火が

と。 ないこと。

（削除） （削除） 燃焼状態 給湯量を最大にして、及び出

湯温度を最高にして給湯した

場合、排ガス中の一酸化炭素

濃度の測定値が 0.1 パーセン
ト以下であること。

不正改造防止 （略） 不正改造防止 （略）

暖房部の有 (1) あるも 熱媒体通路部の状 熱媒体通路部又はその接続口 （新規） （新規） （新規） （新規）

無 の 態 から熱媒体の漏れがないこと。

燃焼状態 暖房部の負荷及び設定温度を

最大にした上で、給湯量を最
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大かつ出湯温度を最高にして

給湯した場合、排ガス中の一

酸化炭素濃度の測定値が 0.1
パーセント以下であること。

(2) ないも 燃焼状態 給湯量を最大かつ出湯温度を

の 最高にして給湯した場合、排

ガス中の一酸化炭素濃度の測

定値が 0.1 パーセント以下で
あること。

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

開放燃焼式 （略） （略） （略） （略） 開放燃焼式 （略） （略） （略） （略）

ガス瞬間湯 ガス瞬間湯

沸器 沸器

密閉燃焼式 共通の事項 ― （略） （略） 密閉燃焼式 共通の事項 ― （略） （略）

ガス瞬間湯 ガス瞬間湯

沸器 点火装置及び消火 (1) （略） 沸器 点火装置及び消火 (1) （略）
装置の状態 (2) 停止時に速やかに消火さ 装置の状態 (2) 給湯の停止時に速やかに

れること又は残火がないこ 消火されること又は残火が

と。 ないこと。

（削除） （削除） 燃焼状態 給湯量を最大にして、及び出

湯温度を最高にして給湯した

場合、排ガス中の一酸化炭素

濃度の測定値が 0.1 パーセン
ト以下であること。
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不正改造防止 （略） 不正改造防止 （略）

暖房部の有 (1) あるも 熱媒体通路部の状 熱媒体通路部又はその接続口 （新規） （新規） （新規） （新規）

無 の 態 から熱媒体の漏れがないこと。

燃焼状態 暖房部の負荷及び設定温度を

最大にした上で、給湯量を最

大かつ出湯温度を最高にして

給湯した場合、排ガス中の一

酸化炭素濃度の測定値が 0.1
パーセント以下であること。

(2) ないも 燃焼状態 給湯量を最大かつ出湯温度を

の 最高にして給湯した場合、排

ガス中の一酸化炭素濃度の測

定値が 0.1 パーセント以下で
あること。

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

以下略 （略） （略） （略） （略） 以下略 （略） （略） （略） （略）


